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令和７年度・第３４回農業委員会総会議事録  

 

開 催 日  令和８年１月２９日 （木）  １ ３ ： ０ ０～  

開催場所   ＳＳプラザ川内  ３０１～３０３会議室  

出席委員（１９名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

１  中原  良治  ２  谷山  信  ３  藥師寺  しげ子  

４  新屋  純子  ５  牧田  信一  ６  小城  義己  

７  木場  祐二郎  ８  中島  弘和  ９  下茂  正憲  

１０  木下  博英  １１  乙須  紀文  １２  有馬  康夫  

１３  永留  智史  １４  山路  一浩  １５  西  裕一郎  

１６  小園  光男  １７  礒道  博和  １８  梶原  拓二  

１９  府  生次      

欠   員  (０名 ) 

欠席委員（０名）  

遅刻委員（０名）  

出席推進委員（１７名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

２１  山下  武徳  ２２  福壽  久雄  ２３  濵田  義博  

２４  春田  実  ２５  上小川  文男  ２６  （欠員）  

２７  鶴屋  賢了  ２８  廣庭  吉辰  ２９  中川  大樹  

３０  馬渡  義文  ３１  田中  浩徳  ３２  竹田  栄次  

３３  永吉  康之  ３４  徳永  正幸  ３５  徳永  功  

３６  鬼塚  幸男  ３７  豊田  孝之  ３８  古川  梓  

３９  髙木  成寛  ４０  早﨑  麻美子  ４１  辻󠄀  孝一郎  

欠席推進委員（３名）  

事務局出席者  森局長・西代理・福永主幹・梶原主幹・長沼Ｇ長・田上Ｇ員・ 

小川Ｇ員・冨士代職員  

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                        ㊞  

 

議事録署名者        ９番                    ㊞  

 

             １２番                   ㊞  

 

議事録作成者      局長代理                ㊞  
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令和７年度・第３４回農業委員会総会議事録  

 

議事日程「諸般の報告」  

 

５  報  告  

報告第１１０号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の専

決処分について  

報告第１１１号  非農地証明発行の専決処分について  

 

６  議  事  

議案第３４５号  農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承認について  

議案第３４６号  農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認

について（知事処分）  

議案第３４７号  農地法第５条の許可指令書の取消しの承認について  

議案第３４８号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について（知事処分）  

議案第３４９号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・贈許可

申請承認について（知事処分）  

議案第３５０号  農地法第５条の規定による農地等の賃借権設定許可申

請承認について（知事処分）  

議案第３５１号  農地法第５条の規定による農地等の使用賃借権設定許

可申請承認について（知事処分）  

議案第３５２号  非農地証明願承認について  

議案第３５３号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について  

議案第３５４号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可

申請承認について  

議案第３５５号  農用地利用集積計画案（農地中間管理権設定）の意見決

定について  

７  その他  

⑴  ２月総会の日程について  

⑵  その他  
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【開始１３：００】  

 

会   長    第３３回総会後の経過を踏まえて「あいさつ」  

 

議   長   ただ今から、第３４回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を開催いたし

ます。局長に委員の出席状況を報告させます。  

 

局   長   委員の出席状況について、報告いたします。  

定数１９名、現在員数１９名、出席委員１９名、全員出席です。  

なお、本日出席の農地利用最適化推進委員は１７名です。  

欠席委員は３名で、２３番：濵田  義博委員、２７番：鶴屋  賢  

了委員、４０番：早﨑  麻美子委員であり、欠席届が提出されてお  

ります。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３

項の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立

いたしました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参り

ます。  

 

議   長  はじめに、主要事務処理経過報告について、事務局の説明  

をお願いします。  

 

西  代理    主要事務処理経過報告について説明いたします。  

総会資料の１ページをお開きください。  

       昨年１２月２６日に農業委員会仕事納め式を開催いたしまし

て、会長、事務局職員が出席しております。  

本年１月５日に農業委員会仕事初め式を開催いたしまして、会  

長、事務局職員が出席しております。  

９日に定例常設審議委員会がホテルウェルビューかごしまで

開催され、会長が出席しております。  

９日と１３日がそれぞれ定例の現地調査です。  

１６日に第３３回運営委員会が本庁舎６０３会議室で開催さ

れ、会長、運営委員、事務局職員が出席しております。  

その後、第１回薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員  

選考委員会が開催、会長、運営委員、事務局職員が出席しており

ます。  

２０日には、熊本県大津町農業委員会が来庁され、国際交流セ

ンターで先進地研修を実施しております。会長、会長代理、事
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務局職員が出席しております。  

２２日は、鹿児島県農業委員会女性委員の会薩󠄀摩泉支部研修会  

が出水市で行われ、女性委員、事務局職員が出席しております。 

２８日は、令和令和８年度川薩󠄀地区農業青年クラブ総会、令和  

８年度川薩󠄀地区指導農業士会総会、令和７年度ニューファーマー  

営農塾閉校式、令和８年度農業経営者クラブ川薩󠄀支部総会、農業  

者経営クラブ情報交換会が、宮之城ひまわり館、なだやで、行わ  

れ、会長、事務局長が出席しております。  

そして、本日、第３３回農業委員会総会が SS プラザせんだい  

で開催しております。  

以上、説明を終わります。  

 

議   長   次に、鹿児島県農業委員会女性委員の会薩󠄀摩出水支部研修  

会と女性活躍推進協議会について、薬師寺委員からご報告を  

お願いいたします。  

 

藥師寺委員   ３番  藥師寺が、１月２２日  令和７年度女性委員の会北薩󠄀支

部研修会が出水市管内でありましたので報告いたします。  

新屋委員、早﨑推進委員、事務局  田上職員４人で出席いたし

ました。  

各市町委員、事務局 17 名の参加で、研修先は澤田農園  工房

はる菜で有機農業での耕作、米粉を使った商品を販売されている

ところです。  

親から引継ぎ、有機米に変更してから軌道に乗るまでの話し。 

御主人が４９歳で亡くなられ、その後、息子さんが就農され跡を

継いでくれ、続けて今に至るということのお話でした。  

お嫁さん、娘さんと三人で米粉を使った６次産業化をされ、楽

しく加工場でやっていると。  

１時間３０分の視察研修でしたが、あっという間でした。  

令和８年度の研修先はさつま町になります。  

次に、今日１月２９日、午前中に薩󠄀摩川内市女性活躍推進協

議会に出席しましたので御報告いたします。  

市長出席のもと、２１名の議員での参加でした。  

女性活躍推進認定企業の取組について、株式会社田島技術、株

式会社鹿児島銀行川内支店の報告がありました。  

その後、女性活躍推進関連事業についての報告があり、女性  

活躍推進の取組状況の策について協議をしました。  

以上です。  
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議   長   以上、主要事務処理経過報告がございましたが、何か御質  

疑ございませんか。  

 

委   員          （なしの声あり）  

 

議   長   「なし」ということですので、主要事務処理経過報告を終りま

す。  

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろ

しいでしょうか。  

 

委   員        （はいの声あり）   

 

議     長   ご異議ございませんので、     

９番：下茂  正憲  委員  

１２番：有馬  康夫  委員にお願いいたします。  

それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただきます。  

初めに、報告第１１０号「農地法第１８条第６項の規定による

合意解約通知について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

西  代理   報告第１１０号を説明いたします。資料は２ページから５ペー

ジをご覧ください。  

今月の合意解約は受理番号１９３番から２１６番までの２４件

で、登記地目  田１９筆１７，１３３㎡、畑１３筆９，３５４㎡、

合計３２筆  

２６，４８７㎡の合意解約通知がありました。  

このうち、農地流動化促進事業補助金の返納は受理番号１９４

番から１９７番、２１３番の５件となります。  

薩󠄀摩川内市農業委員会規則第５条第１項第３号の規定に基づき、

処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１１０号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１１０号の説明が終わりました。こ

れにつきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１１０号を終ります。  

次は、報告第１１１号「非農地証明発行の専決処分について」
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を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

西  代理   報告第１１１号を説明いたします。資料は６ページから７ペー

ジをご覧ください。  

今月の証明発行願いは、受理番号１０３番から１１１番までの

９件で、登記地目  田９筆８，０８４㎡、畑６筆７，４０８㎡、合

計１５筆１５，４９２㎡の証明発行願が提出されました。  

非農地の議決内容につきましては、備考欄の議決日、議決番号

をそれぞれご参照ください。  

何れも農地法第２条第１項に規定する農地では無いことを証明

する非農地判断議決済みであり、申請には妥当性があると認めら

れることから、薩󠄀摩川内市農業委員会非農地証明書の発行基準５

の規定により処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１１１号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１１１号の説明が終わりました。こ

れにつきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１１１号を終ります。  

次に、議案第３４５号「農地転用事業計画変更申請（承継なし）

の意見決定について」と議案第３４６号「農地法第４条の規定に

よる農地等の転用許可申請承認について」受理番号７番について、

関連がありますので、一括して議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長  議案第３４５号２番及び議案３４６号７番を説明いたします。  

資料は、議案第３４５号２番は、８ページ、議案第３４６号７番

は、９ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表

につきましては、備考欄をご参照ください。  

議案第３４５号２番の事業計画変更申請及び議案第３４６号７番

と同時申請です。  

内容といたしましては、当初、令和５年９月１４日付指令農振第  

１００５－２８１号で、「特定建築条件付売買予定地：３区画」で  

農地法第５条転用許可を受けていましたが、その後に、隣接する農  

地を取得できたため、経営方針を変え、令和６年１月１８日に共同  

住宅・駐車場で事業計画変更（１回目）が承認されていました。  
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その後、共同住宅・駐車場の事業実施をしようとしましたが、

事業完了後に売却予定の個人が、社会的理由により売却困難にな

り、当初の計画であった特定建築条件付売買予定地（５区画）へ

の事業計画変更（２回目）となります。  

現況は、令和７年７月に造成済（５区画整備済）であり、始末

書が添付されています。  

       補足になりますが、当初の計画が、９５６．４３㎡でありまし

たが、その後、農地部分と農地以外の一体利用地を合筆している

ため、事業面積が１，６１４．９１㎡と増加している理由となり

ます。  

       また、登記地目も農地から宅地へ変更登記済であるため、今回、

農地以外の地目での申請となります。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３４５号２番及び議案第３４６号７番に係る説明

を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

小城委員   ６番、小城が、関連があります議案第３４５号２番及び議案第

３４６号７番を報告します。  

去る、１月１３日、上小川推進委員と事務局  梶原・長沼職員

と現地調査を実施しましたので、報告します。  

位置図１ページ、調査表１ページをご覧ください。  

事務局からの説明のとおり、当初、特定建築条件付売買予定地（３

区画）で許可されていました。  

その後、隣接地する農地が取得できたため、共同住宅・駐車場

への事業計画変更が承認されています。  

しかし、共同住宅・駐車場を事業実施しようとしましたが、事

業完了後に売却予定であった個人が、社会的理由により、売却が

困難になり、当初の計画であった特定建築条件付売買予定地（５

区画）へ事業計画変更をするものです。  

現況は、造成され整備されており、始末書が添付されています。 

       申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

  以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず、事

業計画の承認できるものと判断しました。  

        また、農地法第４条申請も農地法関係法令には抵触せず許可相
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当と判断しました。  

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

まず、議案第３４５号については、原案のとおり承認すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３４５号は、原案のとおり承認さ

れましたので、意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達すること

に決定いたします。  

次に、議案第３４６号受理番号７番について、原案のとおり承

認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３４６号受理番号７番については、

原案のとおり承認されましたので、意見を付して、鹿児島県知事に

書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３４６号「農地法第４条の規定による農地等の転用  

許可申請承認について」受理番号７番を除く受理番号６番と８番を  

議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３４６号を説明いたします。  

資料は、９ページから１０ページをご覧ください。農地判定の

根拠及び位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くださ

い。  

今月の申請は、受理番号６番から８番の３件で、畑３筆  １，

１０４㎡、宅地・公衆用道路６筆  １，６１４．９１㎡の申請が

ありました。   

内容を説明いたします。  

６番は、一般住宅での申請です。  
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８番は、貸駐車場での申請です。  

転用実行者が経営する会社へ駐車場を整備し、貸付する計画で  

す。  

また、私有地を通ることから、通行承諾書が添付されています。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３４６号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

下茂委員   ９番の下茂が６番を報告いたします。  

      去る１月１３日、田中委員と事務局  松下・中城職員と現地調査

を行いましたので報告いたします。  

       位置図２ページ、調査表２ページをご覧ください。  

      申請地の現況は畑で耕作はされておりませんでした。  

     申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。以上です。  

 

小城委員    ６番、小城が８番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図３ページ、調査表３ページをご覧ください。  

       申請地の現況は、畑で耕作されていました。  

貸駐車場の目的での申請です。  

また、私有地を通る必要があることから、通行承諾書が添付さ

れています。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第３４６号受理番号７番を除く受理番号６番と８番につ

いては、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３４６号受理番号７番を除く受理番号６番と８番につい

ては、承認されましたので、意見を付して、鹿児島県知事に書類を

進達することに決定いたします。  

次に、議案第３４７号「農地法第５条許可指令書の取消し  

願いの承認について」と議案第３５１号受理番号７１と関連があ

りますので、一括して議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３４７号１番及び議案３５１号７１番を説明いたします。 

資料は、議案第３４７号１番は、１１ページ、議案第３５１号

７１番は、１８ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置

図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。  

議案第３４７号１番の指令書の取消し願いと及び議案第３５１号

７１番と同時申請です。  

内容といたしましては、父から申請地を借り受けて、令和７年５

月２０日付指令農振第１００５－４７号で、「店舗・駐車場」で許

可されていました。  

しかし、店舗でサロン事業の計画（３人でサロン経営）をしよう

としましたが、２人からの協力がえることができなくなったことに

より、当該計画を中止するため、指令書の取消し願いを申請された

ものです。  

指令書の取消し後は、転用実行者の両親が高齢になり、面倒を

見る機会が多くなってきたことから、実家の隣接にある申請地に

一般住宅を建築するため、申請されたものです。  

また、私有地に排水管を整備する必要があり、排水承諾書が添付

されています。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３４７号１番及び議案第３５１号７１番に係る説

明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の
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現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

小城委員    ６番、小城が、関連があります議案第３４７号１番及び議案第

３５１号７１番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

      位置図１４ページ、調査表１４ページをご覧ください。  

      事務局からの説明のとおり、当初、店舗・駐車場で許可されてい

ました。  

       借受人が許可後に、社会的理由により、事業計画を見直しする

こととなり、当該計画を中止することになりました。  

計画を中止することになりましたが、両親が高齢のため、手助

けをする必要があり、実家の隣接にある申請地に一般住宅を建築

する計画です。そのため、５条申請と同時申請になります。  

現況は、畑で耕作されていました。  

また、私有地を通して排水設備を整備する必要があることから、

排水承諾書が添付されています。  

 申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現

地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

 以上のことから、許可取消し願いの承認はやむを得ないと判断し

ました。  

       また、農地法第５条申請も農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

まず、議案第３４ 7 号については、原案のとおり承認すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３４ 7 号は、原案のとおり承認さ

れましたので、意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達すること

に決定いたします。  

次に、議案第３５１号受理番号７１番について、原案のとおり

承認することに賛成の方の挙手を求めます。  
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全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３５１号受理番号７１番について

は、原案のとおり承認されましたので、意見を付して、鹿児島県知

事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３４８号「農地法第５条の規定による農地等の所

有権移転・売許可申請承認について」を議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３４８号を説明いたします。  

資料は、１２ページから１４をご覧ください。農地判定の根拠

及び位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。 

今月の申請は、受理番号６１番から６６番の６件で、登記地目  

田７筆  １，４０７．７５㎡、畑４筆  ９２５㎡の申請がありま

した。   

内容を説明いたします。  

６１番は、事務所・駐車場での申請です。  

６２番から６５番は、一般住宅での申請です。  

６２番は、一般住宅の許可基準である５００㎡未満を超過して

おりますが、道路の幅員が２ｍしかなく、建築基準法で定められ

た道路幅を確保する必要があることから、転用面積から中心後退

部分：９６．９５㎡を差し引き、宅地として有効利用できる面積

は、４８７．０５㎡です。  

６３番は、仮換地実測面積：６５．４０㎡です。  

また、保留地  仮換地実測面積：２５２．４８㎡と一体利用で

総仮換地実測面積は、３１７．８８㎡です。  

６４番は、仮換地実測面積：３１０．７５㎡です。  

６５番は、仮換地実測面積：２７０．１２㎡です。  

６６番は、児童クラブ施設での申請です。  

施設１棟・駐車場８台を整備する計画です。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３４８号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の  

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

小城委員  ６番、小城が６１番を報告します。  
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調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図４ページ、調査表４ページをご覧ください。  

      申請地の現況は、田で保全管理されていました。  

事務所・駐車場の目的での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現  

地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

      以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相当  

と判断しました。  

以上です。  

 

下茂委員  ９番、下茂が６２番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図５ページ、調査表５ページをご覧ください。  

       申請地の現況は、畑で耕作はされておりませんでした。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、  

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

以上です。  

 

小城委員  ６番、小城が６３番～６６番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

６３番は、位置図６ページ、調査表６ページをご覧ください。 

申請地の現況は、田で保全管理されていました。  

一般住宅の目的での申請です。  

６４番は、位置図７ページ、調査表７ページをご覧ください。 

申請地の現況は、田で耕作されていませんでした。  

一般住宅の目的での申請です。  

６５番は、位置図８ページ、調査表８ページをご覧ください。 

申請地の現況は、田で耕作されていませんでした。  

一般住宅の目的での申請です。  

６６番は、位置図９ページ、調査表９ページをご覧ください。 

申請地の現況は、畑で保全管理されていました。  

児童クラブ施設の目的での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。  

以上です。  
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議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

梶原委員    はい。  

 

議   長    どうぞ。  

 

梶原委員    １８番  梶原です。６６番についてです。  

中郷の育英小学校の周辺の児童クラブだと思いますが、ここは

先月か先々月にも確かあったと思います。もう２件か３件かある

と思いますが、何か所かつくらないといけないくらい児童数が多

いのか、児童クラブの収容人数が少ないのか分かりませんけど、

そこら辺が分かるようでしたらお願いします。  

 

長沼Ｇ長    梶原委員が言われました通り、先月も申請がありまして、じつ

は、育英小学校ＰＴＡから学童保育が少ないと要請がきているよ

うな状況です。  

今、この申請地も含めて三個所目の児童クラブ施設の建設予定

となっているところです。  

子育て支援課にも確認をとったのですが、やはり収容人数も限

られておりまして、あと保育士さん等、そういった人たちも確保

する必要があることから、どうしても三個所目も児童クラブ施設

も、建築しないと、要は学童保育で預けられる子供たちがちょっ

と余って、どこも預けられなくなってしまうということでの今回

の申請です。  

また、三個所目なのですが、実際まだ、学童保育で入れない子

供たちもいるものですから、また今後については、市や県とも協

議しながら、子育て支援課、本課のほうがまた申請の方をかけて

くる予定となっております。  

 

梶原委員   はい、ありがとうございます。  

 

議   長   ほかに何かございませんか。  

 

木場委員    ７番  木場です。  

すみません。６３番について教えていただきたいです。  

一筆の土地に二つの町名が入っていますが、平佐町と天辰町。

それと、渡し人が市の持ち物ですよね。市長名ですので。その内
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容を教えていただいてもよろしいですか。  

 

長沼Ｇ長    はい。ここは天辰地区の画整理事業区域内でありまして、所有

者の方が上村さんで、確かに平佐と天辰ですね。２筆持っていら

っしゃるのですが、通常区画整理事業をするときに、皆さん所有

者の方から収容しまして、一部分については、道路とか公園とか、

そういったものに使われます。  

今回２筆、仮換地が６５．４０平米となっているのですが、こ

の所有者の方の２筆分含めて、事業区域のほうに収容されたとい

う、流れになっていきます。  

 

梶原主幹    なぜ、天辰と平佐に分かれているかということなのですが、今、

長沼Ｇ長が説明したとおり、天辰の区画整理は今土地をパズルの

ように集めて新しく区画をつくっていますので、ここの部分が地

番でいうと２筆、平佐町と天辰が来て、そこの部分があるという

ことです。  

そこのところで保有地になっているのはどうしてもパズル上

でするものですから余ってくる土地が出てきて、保留地になって

きて、市のほうが保有地として持って、売買するというのでやっ

ていると。  

その地番のもとが、天辰町と平佐町の土地ですよということに

なります。  

 

木場委員    ありがとうございます。  

 

議   長   ほかに御質疑ございませんか。  

 

中島委員    ８番中島です。  

       ６１番について教えてください。  

       生活雑排水は溜枡水路放流となっておりますけれども、大丈夫  

なのでしょうか。  

 

長沼Ｇ長     こちらのほうも確認しまして、通常だったら事務所を設ける

にあたって、合併浄化槽とか設けないのかということで確認し

たのですけれども、あくまでも事務所は、簡易的なプレハブ的

なものを置くということで、生活雑排水が出ないものですから、

特段、合併浄化槽等を設けないために、もうそのまま、手洗い

等をするのですけれども、そういった水に雨水だったり、手を

洗った水等についてはそのまま水路のほうに放流という流れ
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になっています。  

 

中島委員     わかりました。  

 

議   長     他にございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長     ないようですので、採決いたします。  

議案第３４８号については、原案のとおり承認することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３４８号は承認されましたので、意見を付して、鹿児島

県知事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３４９号「農地法第５条の規定による農地等の所

有権移転・贈許可申請承認について」について審議いたします。  

それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３４９号を説明いたします。  

資料は、１５ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置

図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号６７番の１件で、登記地目  田２筆  ４

４６㎡の申請がありました。  

内容を説明します。  

駐車場での申請です。  

譲渡人は、生前に死因贈与契約を締結しております。  

死因贈与契約とは、「自分が死亡したら財産を贈与する」という  

契約で、譲渡人と譲受人：双方の合意で成立し、譲渡人の死亡時  

に効力が発生するものです。譲渡人は、令和４年１２月１４日に  

死亡しております。  

申請地は、天辰地区の区画整理事業内であり、仮換地実測面積  

は、２５７．０６㎡です。  

また、令和４年５月に駐車場を整備しており、始末書が添付さ  

れています。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査  

及び現地調査を行い提案いたしました。  
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以上で議案第３４９号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

下茂委員  ９番の下茂が６７番を報告いたします。  

調査日・調査員は報告のとおりです。  

位置図につきましては１０ページ、調査表も１０ページを御覧  

ください。  

申請地の現況は畑ですが、耕作管理されておりました。  

申請書に添付しております被害防除計画には妥当性があり、現地

調査の内容は報告書に記載してあるとおりであります。  

以上のようなことから、６７番の申請は農地法関係法令には抵

触せず、許可相当と判断いたしました。  

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３４９号は承認されましたので、意見を付して、鹿児  

島県知事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３５０号「農地法第５条の規定による農地等の貸

借権設定許可申請承認について」について審議いたします。  

それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長    議案第３５０号を説明いたします。  

資料は、１６ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置

図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号６８番の１件で、登記地目  畑１筆  

４６３㎡の申請がありました。  

内容を説明します。現場事務所での申請です。  
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本市の公共工事に伴う、現場事務所であり、事業期間は、令和

７年１２月から令和８年４月までの一時転用となります。  

事業終了後は、原状回復するため、農地復元誓約書が添付され

ています。  

申請地には、基盤強化促進法による使用貸借権の設定がされて

おり、令和１３年７月末での期間であるため、耕作者より、農地

転用同意書が添付されています。  

現況は、既に現場事務所が整備されているため、始末書が添

付されています。  

今回の申請地は、農振農用地及び地域計画内の農地のため、

２月定例常設審議委員会の審議案件となります。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類  

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３５０号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

下茂委員   ９番の下茂が６８番を報告いたします。  

調査日・調査員は報告のとおりです。  

位置図につきましては１１ページ、調査表も１１ページを御覧く

ださい。  

申請地の現況は畑ですが、報告がありましたとおり施行済みの

為、始末書添付ということになっております。  

申請書の被害防除計画には妥当性があり、現地調査の内容は報

告書に記載してあるとおりであります。  

以上のようなことから、６８番の申請は妥当性があり、現地調

査の内容は報告書に記載している通りで問題はないと考えます。 

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  
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議   長  賛成全員であります。  

議案第３５０号は承認されましたので、意見を付して、鹿児  

島県知事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３５１号「農地法第５条の規定による農地等の使

用貸借権設定許可申請承認について」について受理番号７１番を

除く受理番号６９番と７０番を審議いたします。  

それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３５１号を説明いたします。  

資料は、１７ページから１８ページをご覧ください。農地判定

の根拠及び位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くだ

さい。  

今月の申請は、受理番号６９番から７１番の３件で、登記地目   

田１筆  ２５９㎡、畑２筆  ４３６㎡の申請がありました。  

内容を説明します。  

６９番は、二世帯住宅での申請です。  

母より申請地を借り受けて、二世帯住宅を建築するものです。  

一体利用地  ７０９番１  雑種地  ３１２㎡のうち２３４㎡と

一体利用で総面積４９３㎡です。  

７０番は、一般住宅での申請です。  

父より申請地を借り受けて、一般住宅を建築するものです。  

一体利用地  ３１５６番５  宅地  ３８８．１０㎡と一体利用  

で総面積４９５．１０㎡です。  

現況は、既に一般住宅を建築済であり、始末書が添付されてい  

ます。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３５１号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

小城委員  ６番、小城が６９番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１２ページ、調査表１２ページをご覧ください。  

      申請地の現況は、田で保全管理されていました。  

二世帯住宅の目的での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、



20 

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。  

以上です。  

 

木下委員  １０番、木下が７０番を報告します。  

１月１３日、中川推進委員と事務局、福永・小川職員と現地調

査を実施しましたので報告します。  

位置図１３ページ、調査表１３ページをご覧ください。  

申請地の現況は、住宅建築済のため農地ではありませんでした。 

転用目的は、一般住宅での申請で、施工済のため始末書が添付さ

れています。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は調査票に記載してあるとおりです。  

以上のことから、申請は農地法関係法令に抵触せず許可相当と

判断しました。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第３５１号受理番号７１番を除く受理番号６９番と７０番  

について、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めま  

す。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３５１号受理番号７１番を除く受理番号６９番と７０番  

は承認されましたので、意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達  

することに決定いたします。  

      次は、議案第３５２号「非農地証明願承認について」を議題  

とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  
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福永主幹   議案第３５２号をご説明いたします。資料は１９ページをご覧

ください。位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くだ

さい。  

今月の申請は、受理番号５２番から５５番の４件で、登記地目  

田１筆  ９１２㎡  畑５筆  ２，２０４㎡、合計６筆   

３，１１６㎡の非農地証明願が申請されました。  

内容について、ご説明します。  

５２番は、令和３年に相続してから耕作しておらず、原野化し

て現在に至っております。  

５３番は平成１５年頃から、耕作しておらず、原野化して現在

に至っております。  

５４番は平成２０年に相続してから耕作しておらず、すべて原

野化して現在に至っております。  

５５番は平成５年頃から耕作しておらず、山林化して現在に至

っております。  

以上で、議案第３５２号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

木下委員     １０番、木下が５２番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

５２番について位置図１５ページ、調査表１５ページをご覧く

ださい。  

申請地の現況は、令和３年に相続してから耕作しておらず原野

の状態でした。  

本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響がないこと

から証明書を発行すべきと考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

下茂委員    ９番、下茂が５３番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

申請地の現況は、原野で本市非農地証明書の発行基準を満たし、

周辺に影響がないことから証明書を発行すべきと考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

梶原委員    １８番、梶原が５４番及び５５番を報告します。  

１月９日、髙木推進委員と事務局  福永・松下職員と現地調査を

実施しましたので、報告します。  
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まず、５４番について、位置図１７・１８ページ、調査表１７  

ページをご覧ください。   

申請地の現況は、平成２０年に相続されてから耕作しておらず、

原野の状態でした。  

次に、５５番について、位置図１９ページ、調査表１８ページ

をご覧ください。  

申請地の現況は、平成５年頃から耕作しておらず、山林の状態

でした。  

いずれも、本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影響

のないことから証明書を発行すべきと考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （な  し）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第３５２号について、原案のとおり承認することに賛成の

方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３５２号については、原案どおり

承認といたします。  

次は、議案第３５３号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は受理番号１０１番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

福永主幹   議案第３５３号を説明いたします。資料は２０ページから２１

ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては、備考欄

をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１０１番から１０９番の９件で、田７

筆  ４，８４６㎡、畑３筆  １，０６０㎡、合計１０筆   

５，９０６㎡の申請がありました。  

議事参与案件を除く、受理番号１０２番から１０９番について
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説明します。  

申請理由は、譲受人の「規模拡大」、譲渡人の「労力不足」によ

り、それぞれ売買されるものです。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら

れます。  

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。  

以上で、議案第３５３号受理番号１０２番から１０９番に係る

説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

木下委員   １０番、木下が１０２番から１０７番までを報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

まず、１０２番について位置図２１ページ、調査表２０ページを

ご覧ください。  

申請地の現況は、２筆とも畑で耕作はしておらず、保全管理はさ

れておりました。  

権利取得後は、甘藷及び野菜を栽培予定です。  

     次に１０３番について、位置図２２ページ、調査表２１ページをご

覧ください。  

      申請地の現況は、田で耕作されていました。  

     権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

次に１０４番について、位置図２３ページ、調査表２２ページを

ご覧ください。  

      申請地の現況は、田で耕作されていました。  

 権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

次に１０５番について、位置図２４ページ、調査表２３ページを

ご覧ください。  

      申請地の現況は、田で耕作されていました。  

 権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

次に１０６番について、位置図２５ページ、調査表２４ページを

ご覧ください。  
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      申請地の現況は、田で耕作されていました。  

     権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

次に、１０７番について、位置図２６ページ、調査表２５ページ

をご覧ください。  

      申請地の現況は、田で耕作されていました。  

     権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

いずれも、規模拡大のための権利取得で経営意欲も高く、全部効

率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考え

ます。  

以上で報告を終わります。  

 

木場委員   ７番  木場が、１０８番について、報告します。  

１月９日、馬渡進委員と事務局  梶原・長沼職員と現地調査を実施

しましたので、報告します。  

位置図２７ページ、調査表２６ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で、耕作されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

規模拡大のための権利取得で、経営意欲も高く、全部効率要件及

び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。  

以上です。  

 

西委員    １５番、西が１０９番を報告します。  

１月９日、谷山委員と事務局、福永・松下職員と現地調査を実施

しましたので報告します。  

１０９番について位置図２８ページ、調査表２７ページをご覧く

ださい。  

申請地の現況は、田で管理されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

規模拡大のための権利取得で経営意欲も高く、全部効率要件及び

地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。  

以上で報告を終わります。  

  

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議事参与案件を除く、受理番号１０２番から１０９番について
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は、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議事参与案件を除く、受理番号１０２番

から１０９番につきましては、原案のとおり許可することに決定い

たします。  

次に、議案第３５３号受理番号１０１番に係る議事参与案件つ

いて審議に入ります。  

小城委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」を受けますので、退席をお願いいたします。  

 

小城委員          （退席・退室）  

 

議   長   議案第３５３号受理番号１０１番につきまして、事務局の内容

説明をお願いします。  

 

福永主幹    農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け  

る議案第３５３号受理番号１０１番に係る利用権設定の受人が、当

農業委員会の小城委員本人ですので、内容説明いたします。資料  

は２０ページをご覧ください。  

受理番号１０１番の申請理由は、譲受人の「規模拡大」、譲渡人

の「労力不足」により、それぞれ売買されるものです。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら

れます。  

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。  

以上で、議案第３５３号受理番号１０１番に係る説明を終りま

す。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

下茂委員   ９番  下茂が、１０１番を報告いたします。  
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調査日・調査員は報告のとおりです。  

位置図２０ページ、調査表１９ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で、現在も耕作されています。  

権利取得後は、野菜を栽培予定で、経営意欲も高く、全部効率要

件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。 

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案３５３号受理番号１０１番に係る議事参与案件は、原案の

とおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３５３号受理番号１０１番に係る

議事参与案件は、原案のとおり許可することに決定いたします。  

小城委員の入室をお願いします。  

 

小城委員            （入室・着席）  

 

 

議   長   次に、議案第３５４号「農地法第３条の規定による農地等の所有

権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

福永主幹    議案第３５４号を説明いたします。資料２２ページをご覧くだ

さい。位置図・調査表につきましては備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１１０番の１件で、田２筆  １，０２

９㎡の申請がありました。  

申請理由といたしましては、夫婦間の死因譲与契約による贈与

によるものです。死因贈与契約とは、「自分が死んだら財産をあげ

る」という内容の契約で、贈与者と受贈者双方の合意で成立し、

贈与者の死亡時に効力が発生します。  

      また、天辰地区：区画整理事業区域内の農地であり、仮換地実測

面積は、６０４．８４㎡です。  
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申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要件

について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係る全

部効率要件及び農作業従事日数、集団化、効率的かつ総合的な利用

に係る地域調和要件の何れにも抵触しないと認められます。  

従いまして、いずれの申請地も農地以外の目的で贈与されるも

のではありません。  

以上のようなことから、許可要件の全てを満たしていると判断

し提案いたしました。  

以上で、議案第３５４号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

下茂委員   ９番  下茂が、１１０番を報告いたします。  

調査日・調査員は報告のとおりです。  

位置図２９ページ、調査表２８ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で、現在も耕作されています。  

権利取得後は、規模拡大のための権利取得で野菜を栽培予定で、

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、

申請が許可相当と考えます。  

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

梶原委員   １８番  梶原です。  

先ほども出てきましたけどこの死因贈与契約というのをもうち

ょっと詳しく教えていただけないでしょうか。  

 

長沼Ｇ長   通常相続には法定相続であったり、遺産分割協議等あったりする

のですが、今回のケースにつきましては、この渡人と受人は御夫婦

ですが、実は子供さんの所在が分からない状況になっているところ

です。  

通常法定相続になれば、息子さんが行方不明になっているような

状況になるものですから、この後お亡くなりになった方の御兄弟の

ほうに相続権のほうが移ってしまう形になります。  

亡くなられる前に、渡し人の方がやはり奥さんの方に、財産を残

したいという意味で、生前に奥さんの方に全部移すということで、

死因贈与契約を締結しているところであります。  
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梶原主幹   補足で説明します。  

いわゆる遺言書というものは、亡くなる方、意思を示される方が一

方的に、誰々に渡したいということで書くのが遺言書になるのです

が、この死因贈与契約書は、双方合意をした上で、生前に契約を結

ぶことになっております。  

なので、口頭でもいいのですが、もめることになるので大体書面

で残して、どういうものを私たちは受け取るよということで契約を

つくるのが一つと、言わば内縁の妻とかそういう人は、面倒を見ま

すよという条件もつけられるようになっています。  

それで、確実に相続したいものを指定もできまして、それが法的

に認められて、その人に権利が移動するということで、死因贈与契

約というのがあるようです。  

遺言書も、いわゆる公正役場に届ける公正証書というものじゃな

くて、自分で紙に書いて、たんす等にしまっているというものも遺

言書になるのですが、そこの違いというのは、公正証書は公正役場

が認めて、遺言として、保管していますが、直筆で書いてたんすに

入れているような遺言書というのは、まず家庭裁判所に出して家庭

裁判所の検認を受けないと、遺言書の効力は発生しません。  

遺言書を家に置いてある人は、まず封筒を開ける前に家庭裁判所

に持っていってそれが間違いなく本人の意思が示した遺言書です。

よっていう検認をもらってから開けるのをお勧めします。  

開けてしまうと、書き直したのではないかと言われることもあり、

トラブルのもとになることもありますので、まず家庭裁判所に検認

を受けてから遺言書の中身を見るというようなのが通例のようで

すので、補足ですけれども説明をさせていただきます。  

 

議   長   よろしいですか。  

 

梶原委員   遺言書と死因贈与契約は、重みはどっちが重いとか何とかいろい

ろあるのでしょうか。  

 

梶原主幹   契約に基づくので、今回は亡くなった段階でその人に移すという

ことでので、法定相続分は残るのは残るのですけども、確実にその

分は奥さんやりたいというお互い契約しているのでその分が動く

と。  

何も残していないと、法定相続の分になるので権利者が複数出て

くるのです。これを契約してなかったら。  

その人の財産というのは法定相続分で分かれるので、今言ったと
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おり、子供さんがいるのだけど子供さんが行方不明で分けようとす

ると、兄弟のほうに行く可能性もあるのでそれを避けたいというの

もあって、確実に奥さんのほうに、土地が行くように死因贈与契約

書を結んでいたということみたいです。今回のケースは。  

 

梶原委員   ありがとうございます。  

 

有馬委員   はい。ちょっといいですか。  

 

議   長   どうぞ、有馬委員。  

 

有馬委員   お伺いしますけど、旦那さんが亡くなった場合はほとんど小原の

り子さんに行くのではないですか？  

３分の１かな、半分かな。  

 

梶原主幹   先ほど言ったように法定相続分は行くのですけれども、これはあ

くまで話合いをして決めないといけないので、話し合う子供さんが

いらっしゃらないということで、宙ぶらりんになっちゃって名義変

更ができないっていう話ですね。  

協議する相手がいないので、相続したくても相続できる人を探さ

ないといけないのでそれを避けるために、先に契約を結んで奥さん

の方に名義を移すっていうのを踏んだことになります。  

 

有馬委員   この場合、子供さんが行方不明ということだったのですけど、こ

れある日突然帰ってこられるということも想定して、されるのです

よね。確か。  

 

梶原主幹   行方不明者の場合はですね不在者財産管理人というのをたてれ

ば、そこの分を家庭裁判所に出して、遺産分割できるのですけど、

いうように費用がかかります。  

そこまでしてやるのか、今のようなとり方をやるのか。  

法的な手段としてあるのですけども、そうやって費用がかかるので、

もうそういうのよりも、この契約書のほうで結んでいたほうがいい

のではないのかなっていうことは、多分相談をしたところの司法書

士なり弁護士さんが助言をして、このようになったのだろうと思い

ます。  

 

有馬委員   ありがとうございました。  

 



30 

議   長   ほかにございませんか。  

 

委員・推進委員         （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案３５４号につきまして、原案のとおり許可することに賛成

の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案３５４号につきまして、原案のとおり

許可することに決定いたします。  

次は、議案第３５５号「農用地利用集積等促進計画案（農地中

間管理権設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項に基づき市長部局より提出されましたので、  当委

員会の意見について審議を求めるものでございます。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」 

に関する議案は、受理番号７４０番、７４６番、７４８番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第３５５号を説明いたします。資料は２３ページから３０

ページをご覧ください。  

今月の申請は、田：４３，８５７㎡、畑２１，８１７㎡、  

合計６５，６７４㎡の申請がありました。  

中間管理権設定３９件中、認定農業者等に係る分は２３件です。 

議事参与案件を除く案件について説明いたします。  

議事参与案件を除く受理番号７３６番から７３９番、７４１番

から７４５番、７４７番、７４９番から７７４番については、申

請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項各

号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました結果、

申請は許可要件の全てを満たしていると判断し、提案いたしまし

た。  

以上で、説明を終ります  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

受理番号７４０番、７４６番、７４８番番を除く、受理番号７３

６番から７３９番、７４１番から７４５番、７４７番、７４９番か

ら７７４番につきまして、意見決定することに賛成の方の挙手を求

めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号７４０番、７４６番、７４８番

番を除く、受理番号７３６番から７３９番、７４１番から７４５番、

７４７番、７４９番から７７４番につきまして、原案のとおり意見

決定されました。  

次に、受理番号７４０番に係る議事参与案件について審議に入り

ます。  

木場委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」を受けますので、退席をお願いします。  

 

木場委員           （退席・退室）  

  

議   長   受理番号７４０番につきまして、事務局の内容説明をお願いしま

す。  

 

梶原主幹   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け

る議案第３５５号受理番号７４０番に係る利用権を受ける者が、

当委員会農業委員の木場委員ご本人ですので、内容説明いたしま

す。   

資料は、２６ページの上段をご覧ください。  

申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項各号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました

結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたし

ました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員          （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。  

受理番号７４０番に係る議事参与案件は、原案のとおり意見決

定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号７４０番に係る議事参与案件は

原案のとおり意見決定いたします。  

木場委員の入室をお願いします。  

 

木場委員           （入室・着席）  

 

議   長   次に、受理番号７４６番に係る議事参与案件について審議に入り

ます。  

永留委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」を受けますので、退席をお願いします。  

 

永留委員           （退席・退室）  

  

議   長   受理番号７４６番につきまして、事務局の内容説明をお願いしま

す。  

 

梶原主幹   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け

る議案第３５５号受理番号７４６番に係る利用権を受ける者が、

当委員会農業委員の永留委員ご本人ですので、内容説明いたしま

す。   

資料は、２６ページの下段をご覧ください。  

申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項各号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました

結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたし

ました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員          （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。  

受理番号７４６番に係る議事参与案件は、原案のとおり意見決

定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号７４６番に係る議事参与案件は

原案のとおり意見決定いたします。  

永留委員の入室をお願いします。  

 

永留委員           （入室・着席）  

 

議   長   次に、受理番号７４８番に係る議事参与案件について審議  

に入ります。  

下茂委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の  

制限」を受けますので、退席をお願いします。  

 

下茂委員           （退席・退室）  

  

議   長   受理番号７４８番につきまして、事務局の内容説明をお願いしま

す。  

 

梶原主幹   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け

る議案第３５５号受理番号７４８番に係る利用権を受ける者が、

当委員会農業委員の下茂委員ご本人ですので、内容説明いたしま

す。   

資料は、２７ページの上段をご覧ください。  

申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項各号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました

結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたし

ました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員          （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。  

受理番号７４８番に係る議事参与案件は、原案のとおり意見決

定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号７４８番に係る議事参与案件は

原案のとおり意見決定いたします。  

下茂委員の入室をお願いします。  

 

下茂委員           （入室・着席）  

 

議   長   議案第３５５号「農用地利用集積等促進計画案（農地中間管理権

設定）の意見決定について」は、原案のとおり意見決定されました

ので薩󠄀摩川内市長へ許可意見を付して書類送達することといたし

ます。  

            以上で、本日の議案審議は全て終了いたしました。  

次は、会次第７のその他に入ります。  

⑴  １２月の申請等現地調査及び総会の日程について事務局の説  

明をお願いします。  

 

西  代理   ２月行事予定（案）について説明いたします。お手元に配付し

ております行事予定（案）をご覧ください。  

９日（月）が支所地域の現地調査、１０（火）が本土４支所地

域の現地調査、調査員は記載のとおりです。  

また、議案提出状況により調査コース、時間等の調整を事務局

で行い連絡いたします。甑地域におかれましても、同様に調整を

お願いいたします。  

川内地域については、申請が多い場合は３班体制で、本庁・支

所のいずれも午前中までは終了の形をとります。  

川内地域は、午前８時３０分までに農業委員会事務局にご集合

ください。  

次に、支所班は、各支所で集合解散とし、いずれも午前中まで

には終了予定です。  

それから、下段に記載の２月総会は２月２５日（水）午後１時

から、ＳＳプラザ川内の３階第３０１から第３０３会議室を予定

しています。  

また、裏面は２月から４月の行事予定を記載してあります。  

次に、主な行事について、説明いたします。  
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２月３日（火）から４日（水）は、北薩󠄀地区農業委員会連絡協

議会先進地研修が枕崎市・指宿市で開催され、会長、事務局長が

出席予定です。  

５日（木）に２月定例常設委員会、９日（月）が農地等利用最

適化推進に関する意見書提出、１６日（月）は、第３４回農業委

員会運営委員会、引き続き、第２回農地利用最適化推進委員選考

委員会が１０２会議室で開催し、運営委員が出席予定です。  

その他の行事につきましては、後ほどご確認いただき、今後の

予定等にお役立てください。  

以上で説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   そのほかに、全体的に何かございませんか。  

 

 

廣庭委員    ２８番  廣庭です。今月の初めに、市のホームページに農地所

有適格法人の所有する農地の状況ですね、これについての報告す

る義務がありますよというようなお知らせがありました。  

やはり報告がない法人もあるから、告知されたのかな、というこ

とと、あと、解除条件付法人という、その法人の内容についてち

ょっとお聞きしたいのですけど。  

 

梶原主幹   まず、農地所有適格法人と、解除条件付法人の違いは何かという

ことですが、農地所有適格法人は、農業を主とする法人で、農地の

権利移動を例えば取得したい、そういうところで３条申請で権利を

取得するための法人を便宜上農地所有適格法人として認めて権利

移動を認めるということをしています。  

それは法人要件だったり、農作業従事日数だったりいろんな要件

をクリアした人が認められて、法人として農地を取得できる法人だ

ということです。  

それについては農地法で報告義務が決められておりまして、毎年

報告していただいているのですけど、ホームページのアップをした

理由は、以前は文書で案内していたのですけれども、様式がワード

でやっていたのですけど、なかなかワードで書くっていう大変なの

で今回エクセルのほうで作りまして、法人の方はダウンロードして
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使っていただきたいなというのもありましてホームページにアッ

プしました。  

そして、解除条件付というのは何かといいますと、一般のいろん

な複合企業さんがいらっしゃる中で農業をするために、農地の貸し

借りはできます。一般の法人も。  

例えば、建設業の人でも農地を借りて農業するということはオッ

ケーなのですが、解除条件付なので、ちゃんと農業しないと農地を

返してくださいねっていうことで解除条件付というのを付して農

地を貸して使っていただくということで、その方もどういうふうに

農地を使っているかということが報告義務で挙げるようになって

います。  

年に 1 回、そういう人たちはピックアップしてありますので、今

回、求めています。  

ホームページを先にアップしたのは、企業さんのほうにダウンロ

ードして、様式を使っていただきたいというのもありまして今回初

めてアップさせていただいたという経緯でございます。  

以上です。  

 

議   長   よろしいでしょうか。  

 

廣庭委員   ありがとうございます。  

報告がないということではないわけですよね。  

 

梶原主幹   報告がない法人もいらっしゃいまして、そこのところは、ずっと

悪意的に報告しないと過料が科せられるようになっています。  

幾つか幽霊の法人があったりしますので、そこら辺のところには

家庭裁判所に申立てをして過料を科せるか。  

してくださいという申立てをしないといけない準備をしている

法人も幾らかありますけれども、遅れながらも報告いただいたりし

ておりますので、どうしてももう３年ぐらい報告いただけない法人

がそういう過料を科せられるようになっておりますので、そういう

ことで遅れても出していただくように逐次催促して、報告の提出を

求めている状況ではございます。  

以上です。  

 

廣庭委員   ありがとうございます。  
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徳永推進委員  ３４番徳永です。  

先ほどの総会で色々な議事の中で天辰の区画整理についてち

ょっとお尋ねしたいのですが、もう１０年以上前から天辰の区画

整備事業が進んでいまして、もういまだにやっている状況なので

すが、三堂、坊ノ下、皿山ぐらいまでいくと思うのですけど、現

在その田んぼ、畑、宅地等について、以前の住所をそのまま持っ

ていき、今現在もその住所を使ってらっしゃったりとか、今区画

の中に２筆、さっき天辰町の地内にあるのに、三本松っていうの

は碇山なのですけどそういったところを持っていって残地があ

ったりとかする中で、同じ地質同じ場所に二つの地番があると。

これはまだ今各事業の中のまだ途中だと思うのですが、今後どう

なるのかっていうのがいつぐらいにこれが決定して、今、住所な

んかも仮住所だと思うのですけど、それはいつぐらいに決定され

るのかというのが一つ。  

それと、今、先ほど質問があった大原さんの件でも、実際は、

１，０００平米なのに仮換地で６０４平米が当たり前だよと。実

際その固定資産税はどっちのほうに課税されていくのかってい

うのがちょっと分からなかったものですから今後の自分のいろ

んな参考意見として、教えていただければ。  

分かった段階でいいですので、よろしくお願いします。  

 

長沼Ｇ長    私の方から回答させていただきます。  

まず天辰地区の区画整理事業、今、第一地区と第二地区の工事を

しております。  

一応都市整備課というところが担当課でありまして、今後事業

が終わらないと、所有権移転はできるのですが、事業が全部終わ

らないと地目変更までは至らない状況です。  

あと、お話を聞いたときに、まだ１０年以上は掛かるというこ

とで聞いているので、当分の間は転用等こういったパターンが続

くと思われます。  

続いて２点目、収容面積、仮換地面積なのですけれども、こち

ら固定資産税につきましては、通常の登記簿の面積じゃなくて、

収容面積のほうで課税の方をされております。  

以上です。  

 

徳永推進委員  ありがとうございます。  

 

議   長   よろしいでしょうか。  
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議   長   そのほかに、全体的に何かございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

 

議   長  事務局から何かございませんか。  

 

事務局            （なしの声あり）  

 

議   長   これをもちまして第３４回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を閉会い

たします。  

 

西  代理  皆さん、ご起立下さい。  

一同礼。ご着席ください。  

 

       

 「閉  会」        

 

 


